
新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う保育施設等対応方針 
 

基本方針 

認可保育施設、幼稚園、認可外保育施設、一時預かり施設、放課後児童クラブ、地域子ども

教室は開所とするが、感染拡大防止の観点から、可能な限り家庭での保育を要請する。 

ただし、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり

親家庭など仕事を休むことが困難な方の子どもについては保育の提供を行う。 

また、子育て支援施設、子どもの遊び場の屋内施設については、当面の間、原則休館とする

が、同施設内の一時預かり事業については実施する。 

 

対象者・対象施設等 

対象者…児童及び職員 

対象施設…認可保育施設（公立・民間認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業、認

定こども園）、幼稚園、認可外保育施設（企業主導型保育事業を含む）、一時預か

り施設、放課後児童クラブ、地域子ども教室、子育て支援施設（ニコニコこども

館、東部・西部・南部・北部地域子育て支援センター）、子どもの遊び場 

※民間施設に対しては、「要請」とする。 

 

新型コロナウイルス感染時の対応等 

１ 新型コロナウイルスの感染者が確認されていない場合 

（１） 可能な限り家庭での保育を要請する。ただし、医療従事者や社会の機能を維持するた 

めに就業を継続することが必要な方などの子どもについては保育の提供を行う。 

（２）登所前に対象者の検温 

以下の場合には、当該対象者は登所停止 

 

 

 

（３）対象施設において発熱、呼吸器症状が出た場合には、速やかに降所 

 

２ 対象者が新型コロナウイルスに感染した場合 

当該施設を 14日間、臨時閉鎖 

当該施設利用の全児童、全職員について健康調査実施 

臨時閉鎖中に施設の消毒実施 

 

３ 対象者の同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合 

（同居家族が濃厚接触者となり発熱等の症状が出た場合を含む） 

（１）当該施設は、一日臨時閉鎖（消毒実施） 

（２）臨時閉鎖中に、職員は自分で健康調査（セルフチェック） 

（３）セルフチェックで問題がない職員は、臨時閉鎖中出勤し、当該同居家族に対する健康調

査及び施設の消毒を実施 

①調査の結果、濃厚接触等、感染が疑われる対象者の場合 

当該対象者は、14日間登所を停止 

 ②調査の結果、問題がない児童 

  臨時閉鎖終了後、通常どおり登所 

 

① 発熱（37.5度以上 以下同じ）や呼吸器症状が認められる場合 
② 解熱後 24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでの間 
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４ 感染者等の確認に日数を要する場合 

上記２及び３において、濃厚接触者の特定及び健康確認に日数を要する場合には、施設の閉

鎖及び自宅待機はその期間とする。 

 

５ 複合施設の取り扱い 

久保田、大槻、安積、柴宮及び大成保育所においては、①保育所、②一時預かり施設のいず

れかの施設において２及び３の事象が発生した場合には、すべての施設で同様の対応とする。 

 

６ 市の要請による臨時閉鎖、登園自粛に伴う保育料の取り扱い 

 保育料は、日割り計算により、保護者に還付。 

 認可外保育施設についても、同様の内容で検討中。（詳細については後日通知） 

 ※幼児教育・保育の無償化の対象外である住民税課税世帯の０～２歳児の保育料とする。 

 

７ 対象施設におけるイベントについて 

（１）屋内で実施されるイベント等は、原則中止。 

（２）屋外で実施されるイベント（運動会等）であっても、「クラスター３条件（密閉、密集、

密接）」に該当する場合には、原則中止、又は延期。 

 

８ 保育所等運営上の留意点 

（１）定期的な換気 

（２）施設のこまめな消毒 

（３）手洗い、手指消毒の励行 

（４）咳エチケットの励行 


